
新たな新型コロナウイルス感染症対策事業を開始します
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　新型コロナウイルス感染症により飲食店などへの客足が戻らないことから、十分に感染防止対策を講じたう
えで飲食を提供する「ウィズ（with）コロナ」の取り組みを進める市内飲食店を応援する事業がはじまります。

特別定額給付金の申請はお早めに
問 守山市特別定額給付金本部　☎（582）1145

　１人あたり１0万円が給付される特別定額給付金の申請期限は、８月2５日（火）までです。申請漏れのないよう手続
きをしてください。なお、申請書が手元にない場合や、不明な点があるときは、上記までお問い合わせください。
○特別定額給付金の申請・給付の方法
　市が郵送した申請書に必要事項を記入し、本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許証の写しなど）と必要書
類〔振込口座確認書類（口座番号や口座名義人等が分かる通帳の写しなど）〕を添えて、同封の返送用封筒で返送して
ください。また、オンラインでの申請も可能です。
　給付は、原則、口座振込で行います。金融機関口座がないなど、事情がある場合は、現金による給付も可能です。

（２）３密を避けた市内飲食店利用推進事業
　3密を避けた取り組みを含む新型コロナウイルス感染症拡大防止策を実施する市内飲食店（ホテルな
どを含む）で、５人以上の団体で税込み１万円以上の飲食をした場合の飲食代金を一部割り引き、当該割
引分を市が助成します。家族や親戚などの集まりや結婚式、法事でのご利用も可能です。
期間　８月１日（土）～１0月3１日（土）〔新型コロナウイルス感染症の状況次第で、期間延長もあり得ます〕
♦割引額　５～１9人の団体利用の場合･･･代金の１0％を割引（１団体につき上限１万円）
　　　　　20人以上の団体利用の場合･･･代金の20％を割引（１団体につき上限５万円）
♦参加飲食店の条件
　換気、間隔を空けての座席配置、定員の半数以下での活用など3密を避け、感染予防対策条件を満た
す店舗として守山商工会議所が認定した飲食店。

（カラオケ、スナック、クラブなどの3密を避けられない店舗は対象外です）
※ 守山商工会議所が認めたお店には「守山3密対応飲食店」のステッカーが掲示されています

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内飲食店および市内タクシー事業者を支援するため、
テイクアウト品を取り扱う飲食店から利用者宅までのタクシー配送料を補助します（１万円以上の料理の場
合は配送料は無料です）。
期間　８月１日（土）～9月30日（水）
♦利用のポイント
　①利用者（個人宅・会社など）はこの事業に登録している市内飲食店に希望の商品を注文
　②タクシー事業者から掛かってくる利用者への電話で料理の配送場所などについて確認
　③タクシー事業者から利用者が料理を受け取り、料理代金と配送料を支払う
♦利用できる飲食店
　市ホームページまたは守山商工会議所の飲食店応援ブログ「あきんどモリカツ」掲載店舗

（１）タクシーによる守山グルメ配送事業
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♦補助額
料理代金 3,000円～4,999円 5,000円～9,999円 10,000円以上

タクシー宅配料補助率 1/2 2/3 1/1
補助上限額 1,500円 2,000円 3,000円
利用者が支払う宅配料上限額 1,500円 1,000円 0円
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※3,000円を超えるタクシー宅配料はタクシー会社が負担します

2020.8.1   No.1293　広報もりやま 8


